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衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
特
殊
法
人
等
が
所
有
す
る
施
設
等
の
売
却
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
勤
労
者
福
祉
施
設
の
譲
渡
価
格
の
算
定
方
式
と
し
て
、
不
動

産
鑑
定
評
価
に
基
づ
く
時
価
に
消
費
税
額
を
加
え
た
も
の
を
譲
渡
価
格
と
す
る
時
価
方
式
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
（
こ
れ

に
準
ず
る
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
の
時
価
か
ら
一
定
額
を
控
除
す
る
解
体
費
用

控
除
方
式
、
用
途
指
定
期
間
方
式
又
は
最
大
五
割
減
額
方
式
を
採
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
式
に
お
け
る
算
定
方

法
及
び
こ
れ
ら
の
方
式
を
採
る
合
理
性
は
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
は
、
算
定
方
式
と
し
て
合
理
性
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
廉
価
で
譲
渡
す
る
た
め
の
特
例
で
は
な
い
。

ま
た
、
機
構
が
今
ま
で
に
譲
渡
し
た
勤
労
者
福
祉
施
設
の
名
称
、
譲
渡
金
額
、
譲
渡
先
及
び
譲
渡
価
格
の
算
定
方
式
は
、

別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

機
構
が
今
後
譲
渡
を
予
定
し
て
い
る
勤
労
者
福
祉
施
設
の
名
称
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
勤
労
者
福
祉
施

設
の
譲
渡
価
格
は
、
当
該
施
設
の
譲
渡
先
、
譲
渡
後
の
当
該
施
設
の
用
途
、
当
該
施
設
を
引
き
続
き
公
共
目
的
に
使
用
す
る

一



期
間
等
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
労
者
福
祉
施
設
に
お
け
る
最
低
譲
渡
価
格
は
定
め
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

「
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
の

事
業
及
び
組
織
形
態
の
見
直
し
内
容
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
計
画
に
お
い
て
施
設
等
の
売
却
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

た
も
の
の
う
ち
、
現
在
施
設
等
の
売
却
を
予
定
し
て
い
る
特
殊
法
人
等
（
機
構
を
除
く
。
）
及
び
売
却
を
予
定
し
て
い
る
主

な
施
設
等
（
当
該
法
人
が
本
来
業
務
と
し
て
売
却
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
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